
令和８年度 富山市納税通知書送付用封筒広告掲載募集要項

市税の納税通知書送付用封筒への広告募集
１　募集内容

(1) 広告媒体　　令和８年度納税通知書送付用封筒

	No.
	広告媒体の種類
	発送見込数
	主な発送時期（予定）

	１
	固定資産税・都市計画税

納税通知書送付用封筒
	約１８０,０００枚
	令和８年４月１０日

	２
	軽自動車税

納税通知書送付用封筒
	約１１３,０００枚
	令和８年５月１日

	３
	市・県民税・森林環境税

（普通徴収）

納税通知書送付用封筒
	約９５,０００枚
	令和８年６月１２日


(2) 広告料

No.１　最低募集価格　　５００,０００円（税込５５０,０００円）

No.２　最低募集価格　　３００,０００円（税込３３０,０００円）

No.３　最低募集価格　　２００,０００円（税込２２０,０００円）

(3) その他

ア　募集は、各広告媒体に対し、それぞれ募集します。

イ　詳細については、別紙仕様書を参照してください。

２　募集手続

(1) 募集期間　　令和７年１０月３０日（木）から同年１１月１７日（月）まで

(2) 提出期限　　令和７年１１月１７日（月）１７時１５分

３　提出物

(1) 富山市納税通知書等送付用封筒広告掲載申込書兼同意書（様式第１号）

(2) 見積書（封入封緘（のり付け）の上、その他の提出物と別にして提出してください。また、見積書の入った封筒に掲載を希望する広告媒体の種類の番号を明記してください。）

(3) 広告原稿及び文面（広告原稿に、掲載を希望する広告媒体の種類の番号を明記してください。）

(4) 申込者（広告主）の組織概要

(5) 申込者に関する調書（申込者が法人の場合は、代表者に関するもの。別紙）

(6) 申込者について富山市での課税がない場合は、住所地の市町村が発行する納税証明書（直近の年度分。法人の場合は、法人の本店所在地及び当該法人の代表者の住所地の市町村が発行する納税証明書）

４　提出先

(1) 持参の場合　　富山市役所本庁舎西館２階　財務部納税課

(2) 郵送の場合　　〒９３０－８５１０　富山市新桜町７番３８号

富山市財務部納税課宛

提出期限必着

※注 　郵送の場合は、書留郵便により「広告事業申込書在中」と明記し、送付してください（書留郵便以外での提出は、無効とします。）。

５　広告主の決定方法

(1) 決定方法

ア　広告内容について、広告審査会で審査します。

イ　審査を通過したものについて、市が指定した最低募集価格を上回る最も高額な広告料の見積金額を提出された方を広告主として決定します。

なお、広告料の見積金額の最高額が複数の場合には、富山市広告事業実施要　綱に定める優先順位を準用して決定し、さらに同順位で複数の場合は抽選で決定します。

(2) 結果の通知

応募者に対し、１２月上旬頃を目途に文書で通知します。

６　掲載しない広告

詳細については、「富山市広告事業実施要綱」、「富山市広告掲載基準」及び「富山市納税通知書等送付用封筒広告掲載取扱要領」をご覧ください。

７　見積書の無効に関する事項

詳細については、富山市契約規則の第１２条（入札の無効）の第４号から第１０号まで、第１２号及び第１３号をご覧ください。

８　その他

(1) 応募者は、募集要項、富山市広告事業実施要綱、富山市広告掲載基準及び富山市納税通知書等送付用封筒広告掲載取扱要領等を熟読の上、応募してください。

(2) 広告料は、広告掲載についての見積りであり、デザイン等の作成については、落札者が負担するものとします。

(3) 広告主については、市税を完納していることを条件とします。

(4) 応募書類等は、返却しません。

(5) 応募者は、広告主の決定後において、この募集要項等の内容について、不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできません。

(6) 落札者は、広告原稿を電子データにより提出してください。

９　ダウンロード（申込書などのダウンロードができます。）

(1) 募集要項

(2) 富山市納税通知書等送付用封筒広告掲載申込書兼同意書（様式第１号）

(3) 見積書

(4) 仕様書

(5) 富山市契約規則

(6) 富山市広告事業実施要綱

(7) 富山市広告掲載基準

(8) 富山市納税通知書等送付用封筒広告掲載取扱要領

１０　広告掲載封筒裏面のイメージ


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

広告掲載スペース　　　　　 広告　　　　　　　　　　　　【縦70㎜×横140㎜】

この広告は、広告収入を得て封筒作成経費の一部に充てる取組みで、広告主は、公平な審査に
より決定されています（広告内容に関するご質問は、広告主に直接お問合せください。）。


【問合せ先】


〒９３０－８５１０ 富山市新桜町７番３８号


富山市財務部納税課


電　話　４４３－２０２６


ＦＡＸ　４３１－５８９６


E-mail：nouzei-01@city.toyama.lg.jp
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